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千葉市農業委員会総会議事録 

 

 

令和３年１２月１５日、千葉市農業委員会会長 長谷部 衡平は、令和３

年度第９回千葉市農業委員会総会を千葉中央コミュニティセンター８階千

鳥・海鴎に招集した。 

 

 

＜会議に付した議案＞   

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について       11件 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について        1件 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について       11件 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について（一時転用）  2件 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可後の変更承認申請について（一時転用） 5件 

議案第６号 相続税の納税猶予に関する特例農地の利用状況確認について  1件 

議案第７号 千葉市農用地利用集積計画（案）の決定について     17件 

 

 報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出について        ２件 

報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について    11件 

報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について    36件 

報告第４号 地目変更登記に係る照会に対する回答について       22件 

報告第５号 千葉県農業会議への諮問に係る答申について（第５条）   2件 
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＜出席委員＞（１７名） 

１番 小 川 友 安   ２番 浅 川 政 明  

３番 深 谷 耕 司   ４番 齊 藤 元 治 

５番 清 宮 惠理子   ６番 𣘺 本  泉  

７番 長谷川 秀 明   ８番 横 山 清 亮  

９番 長谷部 衡 平 １０番 中 村 浩 道    

１１番 秋 庭 重 樹 １２番 佐々木 貴 史 

１３番 猪 野 桃 夫       １４番 齊 藤 憲 次       

１５番 石 井 一 也       １６番 市 原 律 子 

１７番 髙 橋 芳 和 

 

 

 

 

 

＜事務局説明員＞ 

事 務 局 長  表 谷 拓 郎    次    長 圓城寺 英 樹 

次 長 補 佐  齋 藤 聡 子    農地活用班長 中 村 健 一 

農地保全班長  原 田 賢 一    農地審査班長 髙 山 智 裕 

農地指導班長   長谷川 隆 之 
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議長 

(長谷部会長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議場 

 

議長 

(長谷部会長) 

 

開 会 （ 午前１０時００分 ） 

 

 

 ただいまより、令和３年度第９回千葉市農業委員会総会を開会い

たします。 

お手元の会議日程に従いまして、進行させていただきます。 

本日の出席委員は、１７人中１７人で総会は成立しております。 

 

それでは、議事に入ります。 

はじめに、日程第１「議事録署名人の選出」ですが、議席番号順

となっておりますので、私より指名いたします。 

 

議席番号 ４番   齊藤 元治  委員 

議席番号 ５番   清宮 惠理子 委員 

のご両名にお願いいたします。 

 

続きまして、日程第２ 議案第１号「農地法第３条の規定に 

よる許可申請について」を上程いたしますが、第５項の権利者が、

猪野 桃夫委員のご親族となっております。 

農業委員会等に関する法律第３１条により、委員は、自己又は

同居の親族若しくはその配偶者に関する事項について、議事に参

与することができない旨規定されていることから、はじめに、猪

野委員にご退室いただいた上で、第５項を審議、採決し、その

後、猪野委員に再入室いただき、残りの議事を審議、採決するこ

ととします。 

それでは、猪野委員におかれましては、恐れ入りますが、ご退

室をお願いします。 

 

――― 猪野委員退室 ――― 

 

それでは、第５項について、事前審査第１班班長、ご説明をお願

いします。 
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事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議場 

 

議長 

(長谷部会長) 

 

 

議場 

 

議長 

(長谷部会長) 

 

 

ご説明いたします。 

議案書３ページをご覧ください。 

第５項です。 

お手元の資料１１ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります若葉区富田町に在住の方が、義務

者であります千葉県東金市に在住の方ほか１名の方が所有する若

葉区富田町の農地を、経営規模拡大のため、所有権を移転するも

のです。 

申請地の取得後の作目は、キャベツ、ブロッコリーを予定してお

ります。 

 

事前審査第１班としましては、農地法第３条第２項各号の「全

部効率利用要件」、「農作業の常時従事要件」、「下限面積要

件」及び、「地域調和要件」等に適合しており、許可要件の全て

を満たしているものと判断し、許可相当と意見決定いたしまし

た。 

説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第１班班長の説明について、質問、意見

等がありましたら、挙手をもってお願いいたします。 

 

      ――― 質問・意見等なし ――― 

 

質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

事前審査第１班班長の説明のとおり、議案第１号第５項につい

て許可することに賛成の方は、挙手願います。 

 

――― 挙手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第１号第５項について許可と

決定いたします。 

それでは、猪野委員にご入室いただきます。 
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議場 

 

議長 

(長谷部会長) 

 

事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――― 猪野委員入室 ――― 

 

それでは、議案第１号の残りの議事について、説明をお願いい

たします。 

 

ご説明いたします。 

議案書１ページをご覧ください。 

第１項です。 

お手元の資料１ページから６ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります緑区土気町に本店の所在する法人

が、義務者であります中央区宮崎２丁目に在住の方が所有する若

葉区中野町の農地を、経営規模拡大のため、所有権を移転するも

のです。 

申請地の取得後の作目は、みかんを予定しております。 

 

議案書１ページ及び２ページをご覧ください。 

 つぎに第２項です。 

本案件は、第３項と一体案件となりますので、一括してご説明

いたします。 

お手元の資料７ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります花見川区横戸町に在住の方と、千

葉県船橋市に在住の方が、義務者であります花見川区横戸町に在

住の方が所有する花見川区横戸町の農地を、経営規模拡大のた

め、所有権を移転するものです。 

申請地の取得後の作目は、ナス・キュウリなどの夏野菜、柿・

ブルーベリーなどの果樹、水稲を予定しております。 

 

つぎに第４項です。 

お手元の資料８ページから１０ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります若葉区古泉町に在住の方が、義務

者であります若葉区古泉町に在住の方が所有する若葉区古泉町、

同区富田町及び同区中田町の農地を、経営規模拡大のため、所有

権を移転するものです。 

申請地の取得後の作目は、水稲を予定しております。 
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事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案書３ページをご覧ください。 

つぎに第６項です。 

お手元の資料１２ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります若葉区中野町に在住の方が、義務

者であります千葉県四街道市に在住の方が所有する若葉区中野町

の農地を、経営規模拡大のため、所有権を移転するものです。 

申請地の取得後の作目は、人参を予定しております。 

議案書４ページをご覧ください。 

つぎに第７項です。 

お手元の資料１３ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります緑区大木戸町に在住の方が、義務

者であります緑区大木戸町に在住の方が所有する緑区大木戸町の

農地を、経営規模拡大のため、所有権を移転するものです。 

申請地の取得後の作目は、さつまいも、落花生を予定しておりま

す。 

 

つぎに第８項です。 

本案件は議案第５号第１項と関連案件となっておりますので、

議案第５号第１項の時に一括して説明させていただきます。 

 

議案書５ページをご覧ください。 

つぎに第９項です。 

本案件は議案第５号第２項と関連案件となっておりますので、

議案第５号第２項の時に一括して説明させていただきます。 

 

つぎに第１０項です。 

本案件は議案第５号第３項と関連案件となっておりますので、

議案第５号第３項の時に一括して説明させていただきます。 

 

議案書６ページをご覧ください。 

つぎに第１１項です。 

本案件は議案第５号第５項と関連案件となっておりますので、

議案第５号第５項の時に一括して説明させていただきます。 
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事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

議長 

(長谷部会長) 

 

 

𣘺本委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

清宮委員 

 

 

 

事務局 

 

 

清宮委員 

 

事務局 

 

 

事前審査第１班としましては、第５項並びに第８項から第１１

項を除き、農地法第３条第２項各号の「全部効率利用要件」、

「農作業の常時従事要件」、「下限面積要件」及び、「地域調和

要件」等に適合しており、許可要件の全てを満たしているものと

判断し、許可相当と意見決定いたしました。 

説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第１班班長の説明について、質問、意見

等がありましたら、挙手をもってお願いいたします。 

 

議案第１号の第２項及び第３項関係でお伺いします。花見川区

の下限面積は３０００㎡以上で、親子が従事する場合は足して下

限面積をクリアすれば可とされているようだが、今回の場合、親

が市内で、子が市外在住であり、住居が別だが、合算要件に該当

するのですか。 

 

農地法第２条第２項で定義される「世帯員等」は、住居及び生

計を一にする親族と、「並びに」以下で規定される２親等以内で

農業を手伝っている方であるので、今回の場合、問題ありませ

ん。 

 

第１項についてお伺いします。収支（売上計画：経費計画）が

マイナスになっており、一方で役員報酬が高額だが、問題はあり

ませんか。 

 

役員報酬については、減額する方向で、収支については黒字化

をめざして改善していく旨の説明を受けています。 

 

経営者と販売先の親族的な関係はありますか 

 

法人としては別組織になります。経営者については確認してい

ません。 
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議長 

(長谷部会長) 

 

 

 

 

議場 

 

議長 

(長谷部会長) 

 

 

 

 

 

事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

 

事前審査第１班班長の説明のとおり、議案第１号について、 

第５項並びに第８項から第１１項を除き、許可することに賛成の

方は、挙手願います。 

 

――― 挙手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第１号第１項から第４項、並

びに第６項から第７項について、許可と決定いたします。 

 

次に、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て」を上程いたします。 

 それでは、事前審査第１班班長、ご説明をお願いします。 

 

ご説明いたします。 

議案書の７ページをご覧ください。 

第１項です。 

お手元の資料は１４ページをご参照ください。 

 本案件は、貸寄宿舎用地とするものです。 

申請土地は、千葉都市モノレール動物公園駅から北東に約１．１

キロメートルに位置する農地です。 

農地区分は水道管、下水道管が埋設された道路の沿道の区域で、

申請地から５００メートル以内に小学校と診療所があることから

第３種農地と判断しました。 

 被害防除は、ブロックを設置し、土砂の流出を防止します。 

 排水については、汚水は汚水管に接続し、雨水は貯留施設にて処

理後、雨水管へ接続します。 

他法令関係につきましては、都市計画法に該当し、現在手続き中

です。 

 

事前審査第１班としましては、農地法上の許可基準である、 

立地基準、一般基準に適合しており、申請内容等に特に問題は 

無いものと判断し、許可相当と意見決定いたしました。 



 

10 

 

 

 

議長 

(長谷部会長) 

 

 

議場 

 

議長 

(長谷部会長) 

 

 

議場 

 

議長 

(長谷部会長) 

 

 

 

 

 

事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第１班班長からの説明について、質問、

意見等ありましたら、挙手をもってお願いします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

事前審査第１班班長の説明のとおり、議案第２号について許可

することに賛成の方は、挙手願います。 

 

――― 挙手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第２号については、許可と決定

いたします。 

 

次に、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を上程いたします。 

 事前審査第１班班長、ご説明をお願いします。 

 

ご説明いたします。 

議案第３号ですが、第１項から第７項につきましては、現地調

査を実施いたしましたので、その結果も併せてご説明いたしま

す。 

 

議案書８ページをご覧ください。 

はじめに第１項です。 

お手元の資料１５ページから１９ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図、残高証明書、融資証明

書を添付しております。 

本案件は、特定建築条件付売買予定地並びに公園用地とするた

め、所有権を移転するものです。 

申請土地は、ＪＲ誉田駅から北西に約９００メートルに位置する
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事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地です。 

農地区分は、駅から１キロ以内の農地であることから、第２種農

地と判断しました。 

現況は休耕地で、周辺は山林が広がっております。 

被害防除については、ブロックを設置し、土砂の流出を防止しま

す。 

排水については、汚水は汚水管に接続し、雨水は貯留施設にて処

理後、雨水管へ接続します。 

他法令関係につきましては、都市計画法に該当し、現在手続き中

です。 

 

つぎに第２項です。 

 お手元の資料２０ページから２５ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図、通帳の写し、融資証明書

を添付しております。 

本案件は、資材置場用地とするため、所有権を移転するもので

す。 

申請土地は、千葉都市モノレール小倉台駅から北に約１．４キロ

メートルに位置する農地です。 

農地区分は、農業公共投資の入ってない小集団の生産性の低い農

地であることから、第２種農地と判断しました。 

現況は休耕地で、周辺は農地と住宅、事業所が混在しております。 

被害防除については、ブロックおよびフェンスを設置し、土砂の

流出を防止します。 

排水については、雨水を自然浸透で処理します。 

 

議案書９ページをご覧ください。 

つぎに第３項です。 

本案件は、第４項および第５項と一体案件ですので、一括して

ご説明いたします。 

お手元の資料２６ページから３０ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図、残高証明書、融資証明書

を添付しております。 

本案件は、特定建築条件付売買予定地とするため、所有権を移
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事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転するものです。 

申請土地は、ＪＲ浜野駅から東に約９００メートルに位置する農

地です。 

農地区分は、駅から１キロ以内の農地であることから、第２種農

地と判断しました。 

現況は休耕地で、周辺は農地と住宅が混在しております。 

被害防除については、ブロックを設置し、土砂の流出を防止しま

す。 

排水については、汚水は汚水管に接続し、雨水は浸透施設にて流

出抑制後、オーバーフロー分を側溝へ接続します。 

他法令関係につきましては、都市計画法に該当し、現在手続き中

です。 

 

 つぎに第６項です。 

 お手元の資料３１ページから３４ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図、残高証明書を添付してお

ります。 

本案件は、建売分譲住宅用地とするため、所有権を移転するも

のです。 

申請土地は、千葉都市モノレール小倉台駅から南東に約６００メ

ートルに位置する農地です。 

農地区分は、駅から１キロ以内の農地であることから、第２種農

地と判断しました。 

現況は休耕地で、周辺は住宅が広がっております。 

被害防除については、ブロックを設置し、土砂の流出を防止し 

ます。 

排水については、汚水は汚水管に接続し、雨水は浸透施設にて流

出抑制後、オーバーフロー分を側溝へ接続します。 

他法令関係につきましては、都市計画法に該当し、現在手続き中

です。 

議案書の１１ページをご覧ください。 

 つぎに第７項です。 

お手元の資料３５ページから３８ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図、残高証明書を添付してお
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事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ります。 

本案件は、太陽光発電施設用地とするため、所有権を移転する

ものです。 

申請土地は、松ケ丘インターチェンジから北東に約３．５キロメ

ートルに位置する農地です。 

農地区分は、市街地の区域等から５００メートル以内の農地で、

１０ヘクタール未満の広がりであることから、第２種農地と判断し

ました。 

現況は休耕地で、周辺は農地が広がっております。 

被害防除については、フェンスを設置し、土砂の流出を防止しま

す。 

排水については、雨水を自然浸透で処理します。 

他法令関係につきましては、再生可能エネルギー特別措置法に該

当し、認定済です。 

 

つぎに第８項です。 

お手元の資料３９ページから４０ページをご参照ください。 

本案件は、特定建築条件付売買予定地とするため、所有権を移転

するものです。 

申請土地は、京成幕張駅から北に約９００メートルに位置する農

地です。 

農地区分は、水道管、下水道管が埋設された道路の沿道の区域で、 

申請地から５００メートル以内に小学校と税務署があることから

第３種農地と判断しました。 

被害防除については、ブロックを設置し、土砂の流出を防止しま

す。 

汚水は汚水管に接続し、雨水は浸透施設にて流出抑制後、オーバ

ーフロー分を側溝へ接続します。 

他法令関係につきましては、都市計画法に該当し、現在手続き中

です。 

  

議案書の１２ページをご覧ください。 

 つぎに第９項です。 

お手元の資料４１ページをご参照ください。 
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事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本案件は、専用住宅用地とするため、使用貸借権を設定するもの

です。 

申請土地は、ＪＲ誉田駅から東に約８００メートルに位置する農

地です。 

農地区分は、水道管、下水道管が埋設された道路の沿道の区域

で、申請地から５００メートル以内に小学校と医院があることか

ら第３種農地と判断しました。 

排水については、汚水は汚水管に接続し、雨水は貯留施設にて処

理後、側溝へ接続します。 

他法令関係につきましては、都市計画法に該当し、現在手続き中

です。 

 

つぎに第１０項です。 

お手元の資料４２ページから４３ページをご参照ください。 

本案件は、貸資材置場用地とするため、所有権を移転するもので

す。 

申請土地は、貝塚インターチェンジから南西に約１００メートル

に位置する農地です。 

農地区分は、概ね３００メートル以内にインターチェンジがあ

ることから、第３種農地と判断しました。 

被害防除については、ブロックを設置し、土砂の流出を防止しま

す。 

排水については、雨水を自然浸透で処理します。 

 

議案書の１３ページをご覧ください。 

 つぎに第１１項です。 

お手元の資料４４ページをご参照ください。 

本案件は、貸駐車場用地とするため、所有権を移転するものです。 

申請土地は、京成大森台駅から南に約１キロメートルに位置する

農地です。 

農地区分は、水道管、下水道管が埋設された道路の沿道の区域で、 

申請地から５００メートル以内に小学校と幼稚園があることから

第３種農地と判断しました。 

排水については、雨水を自然浸透で処理します。 
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事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

 

 

事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 事前審査第１班としましては、農地法上の許可基準であります、

立地基準、一般基準に適合しており、申請内容等に特に問題は無い

ものと判断し、許可相当と意見決定いたしました。 

 説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第１班班長の説明について、質問、意見

等ありましたら、挙手をもってお願いします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

事前審査第１班班長の説明のとおり、議案第３号各項につい

て、許可することに賛成の方は、挙手願います。 

 

        ――― 挙手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第３号については許可と決定い

たします。 

 

次に、議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請について

（一時転用）」を上程いたします。 

事前審査第１班班長、ご説明願います。 

 

 

ご説明いたします。 

 

議案書の１４ページをご覧ください。 

第１項です。 

併せて、資料の４５ページから４７ページの位置図、公図、土地

利用計画図、本日、追加資料として机上配布させていただいた残高

証明書をご覧ください。 

 

本件は、権利者である花見川区大日町に所在を置く法人が、申請
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事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地である若葉区小間子町の畑について、周辺農地より低く窪地とな

っているため、埋立てし嵩上げすることで耕作に適した農地にした

いというものです。 

また、耕作に適した表土部分については、埋立て前にすき取りし、

嵩上げ後に表土部分へ埋め戻します。 

また、申請地までの進入通路の確保については、本年１１月に開

催されました、第８回総会議案第４号で承認されております。 

施設の概要としましては、 

 事業面積は１０，２９７平方メートルです。 

 被害防除対策としては、雨水排水は自然浸透とし、オーバーフロ

ー分は申請地の周囲に素掘り側溝を設置し隣接する北側の山林へ

今までどおり流します。 

なお、工事期間中の雨水排水対策については、申請地の周囲に素

掘り側溝を設け、流末に仮設沈砂池を設置します。 

また、工事完了後に北側にできる法面の高さが５メートルとなる

ため、法面の角度を２９度以下とし、崩落がないよう種子吹付処理

を行います。 

 一時転用期間は、令和３年１２月２２日より令和４年１１月２１

日までです。 

 他法令関係につきましては、「千葉市土砂等の埋立て等による土

壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例」に該当し、現在手続き

中です。 

 なお、所要金額に対し、残高証明書の残高が不足しておりますが、

工事が確実に履行される裏付け資料として、キャッシュフロー計画

書及び「建設発生土受入契約書」を許可申請時に提出されており、

工事期間中に資金ショートが起こらないことを確認しております。 

 

続きまして、第２項です。 

併せて、資料の４８ページから５０ページをご覧ください。 

  

本件は、鳥取市若葉台南に所在を置く法人が、若葉区佐和町の

畑７筆において、既存の営農型太陽光発電設備用地に係る一時転

用許可の再取得（期間の更新）をするものです。 

施設の概要としましては、パネルの設置面積３，９１２平方メ
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事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

𣘺本委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

𣘺本委員 

 

 

事務局 

 

 

長谷川委員 

 

ートルです。 

農地接地面積１９．０２平方メートルです。  

発電出力は４９．５キロワットです。 

一時転用期間は、令和４年１月２０日から令和７年１月１９日 

です。 

なお、申請土地の下部の農地での営農作目はヒサカキです。 

 

事前審査第１班といたしましては、特に問題ないものと判断し、

許可相当と意見決定いたしました。 

 

説明は以上です。 

 

ただいまの、事前審査第１班班長からの説明について、質問、意見

等がありましたら、お願いいたします。 

 

第１項ですが、本案件は、残土の搬入をするようですが、農地法

だけの関係だけではないと思います。残土処分などで、千葉市の中

で指導している部署はあるのでしょうか。 

 

 ３００㎡以上の土地に土砂等の搬入を伴う場合は、産業廃棄物指

導課が所管する土砂条例の許可が必要となります。産業廃棄物指導

課が主体となって、関係各部署に対して事前協議を行って意見を求

めます。その後、関係部署からの意見で問題がなければ土砂条例が

許可されることとなり、併せて農地法の許可も必要となることか

ら、今回、申請を受け付けております。 

 

 わかりました。産業廃棄物指導課が埋め立ての高さや勾配などの

指導をしているということですね。 

 

土の成分なども含め、産業廃棄物指導課の方で指導しておりま

す。 

 

残土処分の場合、許可を得ていれば、石やコンクリートなどが入

っていてもいいのでしょうか。 



 

18 

 

事務局 

 

 

横山委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

横山委員 

 

 

事務局 

 

 

横山委員 

 

 

清宮委員 

 

 

事務局 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

 

 土の成分については、産業廃棄物指導課の方で見ており、残土で

はありますが、ガラなどは含まれておりません。 

 

第２項について、２回目の更新だが、営農作物とその実績と評価

についてお伺いします。 

 

 今年２月の設置者からの下部農地での営農状況の報告でヒサカ

キ栽培に作物変更したい旨の軽微な変更が提出されております。 

それ以前は、ブルーベリーとミョウガを植えていましたが、２、

３年前の台風、大雨の影響で思わしくできなかったとのことでヒサ

カキ栽培に変更しております。現地調査も実施しましたが、ヒサカ

キが栽培され、一通りの管理はされておりました。 

 

 実績ゼロの状態で作物変更になることについて、事務局として問

題意識等はありませんか。 

 

 実績については、収穫できるまで５年程度かかるので、見守って

いきたいと思います。 

 

 次回の更新も収穫ゼロの状態で、作物の収量がないまま、ずるず

ると更新が繰り返されることを危惧してます。 

 

第１項で、北側との法面の高低差５ｍと聞いたが、隣接地との日

照等に影響はありませんか 

 

 日照については影響はありません。 

 

ほかに質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

事前審査第１班班長の説明のとおり、許可することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙手 ――― 
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議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

 

 

事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛成全員でございますので、議案第４号は、許可と決定いたし

ます。 

 

次に、議案第５号「農地法第５条の規定による許可後の計画変更

承認申請について（一時転用）」を上程いたします。 

事前審査第１班班長、ご説明願います。 

 

 

ご説明いたします。 

議案書の１５ページから１７ページをご覧ください。 

 

第１項から第５項です。 

資料は５１ページから５３ページの位置図・公図・土地利用計

画図を併せてご覧ください。 

 

第１項から第５項までは関連案件です。 

はじめに、資料の５３ページの「土地利用計画図」をご覧くだ

さい。 

申請内容の概要についてご説明いたします。 

本件は、営農型太陽光発電設備設置のための一時転用許可後に

設置者の変更が生じたものです。 

上段が変更前、下段が変更後となっております。 

上段に記載の変更前の営農型太陽光発電設備につきましては、

記載のとおり２法人が設置者となっております。 

下段に記載の変更後につきましては、新たに個人２名と３法人

に設置者が変更されるものです。 

また、設置者の変更に伴いまして、営農型太陽光発電施設を設置

している上空部分について、あらためて、変更後の権利者が区分地

上権を設定するため、議案第１号第８項から第１１項において、併

せて、ご審議いただくものです。 

 

それでは第１項です。 

第２項と申請地が一緒のため一括してご説明します。 

本件は申請地を二分割し営農型太陽光発電設備の設置者をそれぞ
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事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

𣘺本委員 

 

れ変更するものです。 

設置者の変更理由としましては、変更前の権利者の破産手続き開

始により事業の継続が困難になったためです。変更内容につきまし

ては議案記載のとおりです。 

 

次に第３項です。 

設置者の変更理由としましては、同じく、変更前の権利者の破産

手続き開始により事業の継続が困難になったためです。 

変更内容につきましては、議案記載のとおりです。 

 

次に第４項です。 

設置者の変更理由としましては、同じく、変更前の権利者の破産

手続き開始により事業の継続が困難になったためです。 

変更内容につきましては、議案記載のとおりです。 

なお、本件につきましては、義務者が変更後の設置者となること

から、施設の概要に記載の①賃貸借権は解消されることとなりま

す。 

 

次に第５項です。 

設置者の変更理由としましては、グループ会社である第１項から

第４項記載の変更前権利者の破産手続き開始により事業の継続が困

難になったためです。 

変更内容につきましては、議案記載のとおりです。 

 

説明は以上です。 

 

事前審査第１班といたしましては、特に問題ないものと判断し、

許可相当と意見決定いたしました。 

 

ただいまの、事前審査第１班班長からの説明について、質問、意見

等がありましたら、お願いいたします。 

 

第１項から第４項までの中で、変更の理由が破産とありますが、

破産開始日から今までの間、どのような手続きがされていたのでし
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𣘺本委員 

 

 

 

 

 

 

横山委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𣘺本委員 

 

 

 

 

事務局 

 

ょうか。 

もう１点は、設置者が今回変わるため、変更後の作目を教えてく

ださい。 

それから、資料に継承した会社の残高証明の添付がありません

が、今回、設置者が変更となり引き継いでいくため、必要になると

思いますが、事務局としての考えを教えて下さい。 

 

 事務局からの説明にあたって、今回の案件について、当初の許可

の時期とその後の事業の実施状況を先に説明していただいた方が

分かりやすいと思います。 

 

 経緯ですが、当初の許可は平成２７年です。２回目の更新が今年

の３月です。その後、６月に破産手続きが開始されております。お

っしゃるとおり、破産が開始されてから速やかに設置者の変更の手

続きをしていただきたかったのですが、今回、遅れての申請となっ

ております。理由としましては、破産が開始され、事務が多忙で書

類の整理に時間を要したと申請者から聞いております。事務局とし

ても、二度とこのようなことがないよう約束させた上で、関係者よ

り申請書と併せて始末書を提出させております。 

 

変更後の作目については、今年３月に耕作者の変更がありました

が作物の変更はなくミョウガ栽培を引き継いでおります。 

残高証明書の添付につきましては、設置者の変更のため、設置に

かかる費用の分としてではなく、２０年後の売電終了後、施設の撤

去にかかる費用に相当する残高があるかについての書類の提出を

受け確認しております。 

 

 来年４月から撤去費を積み立てる指導が資源エネルギー庁で始

まるため、撤去が行われないという不安は減じられると思うが、今

後、このような手続きの遅れがなきよう速やかな手続きを指導して

ほしい。 

  

 承知しました。 
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議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

 

事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

ほかに質問はございませんか。 

 

質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

事前審査第１班班長の説明のとおり、許可することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第５号は、許可と決定いたし

ます。 

 

次に、議案第６号「相続税の納税猶予に関する特例農地の利用状

況確認について」を上程いたします。 

事前審査第１班班長、ご説明願います。 

 

ご説明いたします。 

 

議案書の１８ページをご覧ください。 

千葉南税務署管内の相続税の納税猶予を受けて、２０年経過予定

案件です。 

 

第１項です。 

 

 緑区おゆみ野町南在住の農業相続人が、納税猶予の適用を受けて

いる同区越智町の田１１筆、合計面積１０，５１２平方メートル及

び同区同町の畑１６筆 合計面積１２，４１５平方メートル、同区

平川町の畑３筆、合計面積５，９４９平方メートルについて、すべ

て自ら耕作の用に供していることを、令和３年１１月１５日の現地

調査により、長崎推進委員に確認していただきました。 

 

説明は、以上でございます。 

 

ただいまの、事前審査第１班班長からの説明について、質問、意見

等がありましたら、お願いいたします。 
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議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

事前審査第１班班長の説明のとおり、承認することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第６号は、承認と決定いたし

ます。 

 

次に、議案第７号「千葉市農用地利用集積計画（案）の決定に

ついて」を上程いたしますが、第１項及び第３項については、農

業委員会等に関する法律第３１条により、委員は、自己に関する

事項について、議事に参与することができない旨規定されている

ことから、関係委員にご退室いただいた上で、審議、採決しま

す。 

 

それでは、第１項の関係委員におかれましては、恐れ入ります

が、ご退室をお願いします。 

 

――― 佐々木委員退室 ――― 

 

それでは初めに、第１項について、事前審査第１班班長、説明

をお願いします。 

 

ご説明いたします。議案書の１９ページをご覧ください。 

本案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

り、市長より農業委員会に対して、農用地利用集積計画案の適否

についての判断を依頼されたものです。 

第１項は、若葉区下泉町在住の方が所有する同町の田２筆、合

計面積５，７４５平方メートルを、同区下田町在住の農家の方に

所有権を移転するもので、権利者の作付品目は「水稲」です。 



 

24 

 

 

 

事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

本計画（案）は、本市において基本構想に適合するとともに、

権利者が経営農地の全てを効率的に利用し、必要な農作業に常時

従事するものとして作成されたものです。 

事前審査第１班といたしましても、利用権の受け手要件に適合

し、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

ると判断されるため、決定相当と意見決定いたしました。 

 

説明は以上でございます。 

 

ただいまの、事前審査第１班班長の説明について、質問、意見

等ございましたらお願いします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

 質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

事前審査第１班班長の説明のとおり、決定することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙 手 ――― 

  

賛成全員でございますので、第１項については、原案どおり決定

といたします。 

 

それでは、関係委員にご入室いただきます。 

第３項の審議に移りますので、関係委員におかれましては、恐れ入り

ますが、ご退室をお願いします。 

 

――― 佐々木委員入室 ――― 

――― 髙橋委員退室 ――― 

 

それでは次に、第３項について、事前審査第１班から、説明を

お願いします。 
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事前審査第１班 

(横山委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

本案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

り、市長より農業委員会に対して、農用地利用集積計画案の適否に

ついての判断を依頼されたものです。 

議案書の２０ページをご覧ください。 

第３項は、若葉区中野町在住の農家の方が、同区和泉町在住の方

が所有する同町の田４筆、合計面積４，１１２平方メートルに賃借

権を新たに設定するもので、設定期間は３年、権利者の作付品目は

「水稲」です。 

本計画（案）は、本市において基本構想に適合するとともに、

権利者が経営農地の全てを効率的に利用し、必要な農作業に常時

従事するものとして作成されたものです。 

事前審査第１班といたしましても、利用権の受け手要件に適合

し、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

ると判断されるため、決定相当と意見決定いたしました。 

 

説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第１班の説明について、質問、意見等ご

ざいましたらお願いします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

 質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

事前審査第１班の説明のとおり、決定することに賛成の方は、

挙手願います。 

 

――― 挙 手 ――― 

 

賛成全員でございますので、第３項については、原案どおり決定

といたします。 

 

 それでは、残りの審議に移りますので、関係委員にご入室いただ

きます。 
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議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――― 髙橋委員入室 ――― 

 

事前審査第１班班長、説明をお願いします。 

 

議案書の１９ページをご覧ください。 

第２項は、若葉区千城台南在住の方が所有する同区下田町の田

１筆、面積７６６平方メートルを、同町在住の農家の方に所有権

を移転するもので、権利者は、当該農地を樹園地とし、「柿」を作

付けするとのことです。 

議案書の２０ページをご覧ください。 

第４項は、若葉区下田町在住の農家の方が、同区更科町在住の

方が所有する同町の田２筆、合計面積 

３，０５９平方メートルに賃借権を再設定するもので、設定期間

は６年、権利者の作付品目は「水稲」です。 

議案書の２１ページをご覧ください。 

第５項は、千葉県八街市在住の農家の方が、若葉区上泉町在住

の方が所有する同町の畑４筆、合計面積５，２３８平方メートル

に賃借権を再設定するもので、設定期間は５年、権利者の作付品

目は「植木の苗木」です。 

第６項から２３ページの第１０項は、権利者が同一のため一括

して説明します。 

若葉区下田町所在の農地所有適格法人が、同町在住の方、他４

名が所有する同町、谷当町、更科町の畑５筆、合計面積 

３，９３６平方メートルに賃借権を新規または再設定するもの

で、権利者の作付品目は「さといも、さつまいも、落花生」で

す。 

議案書の２４ページをご覧ください。 

第１１項は、緑区大椎町在住の農家の方が、同区小山町在住の

方が所有する同区板倉町の田１筆、面積１，６２８平方メートル

に賃借権を再設定するもので、設定期間は３年、権利者の作付品

目は「水稲」です。 

第１２項から第１７項は、農地中間管理機構の千葉県園芸協会
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事前審査第１班 

(髙橋班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

が実施する農地中間管理事業に係る案件で、一括方式です。 

第１２項は、花見川区花見川在住の農家の方が、同区宇那谷町

在住の方が所有する同町の畑２筆、合計面積１，５５４平方メー

トルに賃借権を再設定するもので、設定期間は５年、権利者の作

付品目は「ブロッコリー」です。 

議案書の２５ページをご覧ください。 

第１３項は、緑区おゆみ野中央所在の農地所有適格法人が、花

見川区さつきが丘在住の方が所有する緑区平川町の畑１筆、面積

１，９８３平方メートルに賃借権を新たに設定するもので、設定

期間は５年、権利者の作付品目は「ブルーベリー、イチジク」で

す。 

第１４項から２７ページの第１７項は、権利者が同一のため一

括して説明します。 

若葉区川井町所在の農地所有適格法人が、同町在住の方、他３

名が所有する同町、多部田町の田８筆、合計面積１５，２５５ 

平方メートルに賃借権を新規または再設定するもので、設定期間

は１０年、権利者の作付品目は「水稲」です。 

第１項から第１７項までの合計面積は、４３，２７６平方メー

トルです。 

本計画（案）は、本市において基本構想に適合するとともに、権

利者が経営農地の全てを効率的に利用し、必要な農作業に常時従事

するものとして作成されたものです。 

事前審査第１班といたしましても、利用権の受け手要件に適合

し、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

ると判断されるため、決定相当と意見決定いたしました。 

説明は以上でございます。 

 

ただいまの、事前審査第１班班長の説明について、質問、意見

等ございましたらお願いします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

 質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

事前審査第１班班長の説明のとおり、決定することに賛成の方
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議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、挙手願います。 

――― 挙 手 ――― 

 

賛成全員でございますので、第２項及び第４項から第１７項に

ついても、原案どおり決定といたします。 

 

 以上で審議案件は終了しましたので、報告案件について、第１号

から第５号までを一括して上程いたします。 

 事務局より説明願います。 

 

報告案件についてご説明いたします。 

議案書の２８ページをご覧ください。 

報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出については、相

続等により農地の権利を取得した旨の届出があったもので、２件ご

ざいました。添付書類も含め完備しておりましたので、全項受理通

知書を交付いたしました。 

 

議案書の２９ページをご覧ください。 

報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出につ

いては、市街化区域内の農地を転用するため、その旨の届出があっ

たもので、議案書の３０ページまでに１１件ございました。内容に

つきましては、記載のとおりでございます。添付書類も含め完備し

ておりましたので、全項受理通知書を交付いたしました。 

 

議案書の３１ページをご覧ください。 

報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出につ

いては、土地所有者以外の者が、市街化区域内の農地を転用するた

め、その旨の届出があったもので、議案書の３５ページまでに３６

件ございました。内容につきましては、記載のとおりでございます。   

添付書類も含め完備しておりましたので、全項受理通知書を交付い

たしました。 

 

議案書の３６ページをご覧ください。 

報告第４号 地目変更登記に係る照会に対する回答については、
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

横山委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

 

 

議案書の３７ページまでに２２件ございました。申請地の現況につ

いて、農地であるか非農地であるか、法務局から照会があったもの

で、農業委員による現地調査を行いました結果、いずれも内容につ

いては記載のとおりであり、法務局に回答ずみでございます。 

 

議案書の３８ページをご覧ください。 

報告第５号 千葉県農業会議への諮問に係る答申について（第５

条）は、２件ございました。内容につきましては、１１月の総会で

審議されたもので、１１月１６日に千葉県農業会議より許可相当と

の回答があり、許可指令書を交付いたしました。 

 報告案件につきましては以上です。 

 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告第１号から第５号について、質問、意見等ござい

ましたらお願いいたします。 

 

報告第４号についてお伺いします。今回農地判定の筆がいくつか

あるが、当該地に対して、今後どのような指導をしていくのかお伺

いしたい。 

 

 今回の案件は、荒れ方の程度がそれほどひどくなかったので農地

判定としました。必要に応じて転用指導していくか保全の指導をし

ていきます。 

 

ほかに質問、意見等無いようです。 

これらは報告案件でございますので、ご承認いただきたいと存

じます。 

以上をもちまして、令和３年度第９回千葉市農業委員会総会を

閉会いたします。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、慎重審議を賜りまして、あ

りがとうございました。 

 

 閉  会 （午前 １１時４７分） 


